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地域型研究機関設立（勧告）・学術予算の

増額（要望）出される
昭和62年5月日本学術会議広報委員会

　日本学術会議は，去る4月22日から24日まで第102回総会（第13期の5回目の総会）を開催し

ました。今回の「日本学術会議だより」では，今総会で採択された勧告，要望等を中心として，同総

会の議事内容をお知らせします。

剃

総　会報　告
　総会ではその第1日目に，会長からの経過報告，各委員

会報告に続き，規則などの改正，勧告・要望等の6つの提

案がなされ，同日の午前中に提案1件が，午後に各部会で

審議した上，第2日目の午前中に3件が，第3日目の午前
中に1件の採決が行われた。なお，総会前日の21日午前
に連合部会が開催され，これらの案件の予備的な説明，質

疑が行われ，第2日目の午後には，「21世紀へ向けてのエ

ネルギー問題」にっいての自由討議が，第3日目の午後に

はそれぞれの常置委員会，特別委員会が開催された。

　また総会の冒頭に，先に逝去された北川晴雄会員（第7

部副部長）を追悼して黙禧を捧げた後，新たに任命された
鶴藤丞会員が紹介された。

　第1日目の午前中にまず現代の「高度技術化社会」にお

ける人間の役割と対応及び「こころ」の健康の回復，増進

の問題について総合的に検討するために「マン・システ
ム・インターフェース（人問と高度技術化社会）特別委員

会」を設置することが決定された。今期は余すところ約1

年間であヒ），この特別委員会は各部から委員を選出して直

ちに活動を開始した。第2日目の午前には，まず，第1常
置委員会等で検討されてきた「日本学術会議の運営の細則
に関する内規」の一部改正が採択された。改正の第一一は，

従来の地方区会議の名称を地区会議とし，広報委員会がこ

れを組織することとしたことであり，第二は日本学術会議

が勧告等を出すに当たって整合性を考慮すべき過去に行っ

た勧告等を3期前から後のものに限ることにしたことであ

る。次に第6常置委員会が検討してきた日本学術会議の行

う国際学術交流事業の実施に関する内規の改正が採択され

た。これは，今まで国際学術交流事業については，「団体
加入」，「代表派遣」，「国際会議主催・後援」，及ぴ「二国間

学術交流」の基準があったが，これらを一つの内規にまと

めたものであり，本会議の行う国際学術交流事業の見直し

を今後行い，必要な自己改革を図る原則を定め，予算，組
織等の基盤の拡充・強化に努めて，国際社会への学術的貢

献を一層拡大してゆこうとする方針を確立したものであ
る。

　さらに本総会では，「地域型研究機関（仮称）の設立に

ついて」（勧告）と，「大学等における学術予算の増額につ

いて」（要望）の提案が，いずれも活発な質疑応答の後，

賛成多数で採択され，直ちに内閣総理大臣始め関係諸機関

等に送付された。（これらの詳細は別項所載のとおりであ
る。‘）

　また本総会では「医療技術と人問の生命特別委員会」の

中間報告一いわゆる脳死に関する見解一を対外発表するこ

とに関する提案が行われた。これは同特別委員会が60年
10月から審議を重ねてきたものであって，基本的には脳
死を個体死とすべきであるとの主旨であった。日本学術会

議の内規によれば，各委員会等の報告を外部に発表するに

は総会または運営審議会の承認を必要とすることになって

おり，この件は対外発表の可否を問うものとして総会に提

案されたのであった。しかし，ことの重要性にかんがみ慎

重論，時期尚早論の空気が強く，対外発表の可否を問う提
案としては取り下げられ，総会でこの問題を討論すること

となり，第2・3日目の両日にわたり活発な討論が行われ
た。

　「地域型研究機関の設立について（勧告）」

　我が国の基礎的学術研究の水準を一層高めるためには，

各地域の研究を高度化し，地域の特色に基づく活発な国際

対応を可能にする条件を整備しなければならない。

　そのためには，地域の大学や研究機関を活性化するとと

もに，地域の研究者並びに社会の要請に即した課題につい
て総合的なプロジェクトを実施し得る基盤を整備する必要

である。

　これを達成するためには，要所に地域型研究機関（「地

域センター」という。）を置く必要がある。この地域セン

ターは，地域の特性を活かした研究やその地域に深く関連

する研究の拠点としての機能とともに，既存の研究機関及

び研究領域の枠を越えて研究者の交流を促進する機能を
もったものである。従って地域センターには，相互に利用

し得る研究機器や研究資料を備える必要がある。

　地域センターの規模・内容は，各地域の研究者の自主
的・具体的要請によって異なるが，次のいずれかまたはこ

れ等を組み合わせた形態をもつ。

　　A　地域研究（area　studies）を主とするもの
　　B　大型共同利用機器を備えるもの

　　C　中小型の研究機器及ぴその他の研究設備を

　　　備えるもの
　なお，設置形態は，国公私立大学等の研究者が，平等に

利用し得る国立の共同利用機関とし，官公庁，産業界にも

自由に開かれたものを目指す。
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　大学等における学術予算の増額について（要望）

　「国が栄える時，そこには立派な大学がある」といわれ

る。大学において優れた人材が養成され，独創的かつ自主

的な研究活動を通して学術が振興し，高い文化が形作られ

新しい技術が生まれる。大学は，国際的にも学術交流の場

として，広く世界の協調と平和のために基本的に重要な役
割を果たしている。

　しかし，現在，我が国における大学を中心とする学術研

究の財政的基盤は極めて憂慮すべき事態におかれている。

これは一つには国の財政事情によって，現行の概算要求の

枠組みが強い制約になっているからであり，時代の進歩に

即応した学術予算を組むことが非常に困難な情勢になって
いて，しかも，このひずみは年毎に増幅されつつある。

　文化国家としての実を挙げ，学術の振興を図るために
は，まず，大学等における学術予算をこの際思いきって増

強することが絶対に必要である。そのためには学術予算を

組む上において，一般の予算要求のシーリングの別枠とし
て，当面5年間の増額計画を策定する措置をとるよう強く

要望する。なお，科学研究費補助金及び日本学術振興会の

事業予算について，毎年少なくとも15％増加させ，5年
間で倍増し，国公私立の大学への国費の支出についても，

格段の増額を図るよう考慮されたい。

　自由討議一21世紀へ向けてのエネルギー問題一

　この自由討議は，今期設置された「資源・エネルギーと

文化・経済・環境特別委員会（エネ特）」のメンバーが主と

なり，個人の立場で，来るべき21世紀へ向けてのエネル
ギー問題の展望≧課題について意見を発表したものであ
る。会長近藤次郎（エネルギー問題の基調講演），第5部，

エネ特委員長上之園親佐（エネルギー問題の研究動向と将

来），第5部垣花秀武（原子力の安全性，廃棄物処理並び

に核拡散問題についての研究動向），第3部，エネ特委員

則武保夫（経済の立場からみた資源く特に石油＞問題）の

各会員がそれぞれ付記したサブテーマについて問題を提起

した。これに続いて，第4部，エネ特委員澤田龍吉（環境

問題に関連して），第5部，エネ特委員山口梅太郎（資源

問題に関連して），第7部，エネ特委員梅垣洋一郎（健康

問題に関連して），第2部，エネ特委員小山　昇（社会問

題に関連して），第4部大鳥康行（グローバル・チェンジ・

プログラム（ICSU））の各会員からコメントが提出され

た。さらに，出席会員のうち第2部及川　伸会員，第7部
曲直部壽夫会員，第5部山口梅太郎会員，第4部西川　治
会員，第2部関　寛治会員からコメントが提出された。
　エネルギー問題は広い分野に関連しているが，文化とエ

ネルギーについてのコメントが得られなかったのは惜しい

ことであった。この度の提起・提出された対象・論旨は多

様であったが，あえて要約すると以下のようである。

　人間は有史以来，指数関数的に人口が増加し，消費エネ

ルギーも増大した。その結果放射能や大気汚染からの障害

が問題となってきた。これら障害を絶無とすることは極め

て重要である。熱エネルギーから電気エネルギーへの有効

変換効率を高めて省エネルギー化をはかること，核燃料サ
イクルにようて核燃料を有効に使用し，，かつ廃棄物処理に

関する研究は重要であること，石油資源は，現在すぐにな

くなることはないが，地下探査法と掘削技術を開発して資

源評価を高めることが強調された。
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　社会福祉におけるケアワーカー（介護職員）の

　専門性と資格制度について（意見）

　社会福祉・社会保障研究連絡委員会では，従来，我が国

では全く問題と．されていなかったケアワーカーの問題につ

いて，2月25日厚生大臣に表記の意見書を提出した。

　意見書の中身の主要な点は，後期高齢者の増加に伴い，

“重介護”を要するものが増えてきていることに対し，そ

の介護を受けるものの人間としての尊厳に立った介護を担

うケアワーカー（寮母職，家庭奉仕貝及び家事援助者など

のホーム・ヘルパーに類する職種の担い手）の専門性を明

らかにし，その専門性に基づく資格制度を造ることによっ

て質を高め，さらに量的拡大を図る必要がある。資格は，

高校卒業後，最低6か月の実習を含んだ2年間の採用前訓
練を条件とし，またその職務にふさわしい待遇を確立する

ことなどである。

　いずれも既に高齢化の進んでいる国々，例えばイギリ
ス，西ドイツ，スウェーデンなどでは実現していることで
あり，今後，日本の高齢化社会の急速な進展を考えると

き，当然のことといえよう。

　ことに，高齢時におけるケアワーカーの問題はその需要

の広がりへのたんなる対応以上に大切である。それは，い

わゆる“重介護”を要する高齢時において，その介護の在

り方が，誰でもできるというものではないということであ

る。その人の心身にあう介護を，直接身体に触れながら，

多面的な要求にみあって，最後まで人’間らしさを損なわず

に行うことが，肝要である。そのためには，何よりもケア

ワーカーの倫理性，科学性，技能そしてそれらの統合され

た専門性が，欠くことのできないものである。
　なお，以上の結論は，社会福祉・社会保障研連の委員会

（月1回を原則）で，現場の実践を参考にし，約2年間の
検討及び昨年12月9日に行った公開シンポジウム「高齢
者問題と福祉サービス」（参加者約200名）の討論を基に
まとめたものである。

　　　日本学術会議第14期会員の選出に係る

　　　学術研究団体の登録にっいて

　日本学術会議会員め選出に係わって，「会員の候補者」

を選定し，その推薦に当たる「推薦人」を指名し，届け出

ることを希望する学術研究団体は，期ごとに日本学術会議

に「登録」をする必要があります。

　（従って，第13期における登録学術研究団体も，第14
　　期会員の推薦のための登録学術研究団体となるために
　　は，改めて第14期の「登録」が必要です。）

　第14期会員の推薦のための登録学術研究団体となるた
めには，所定の様式による「学術研究団体登録申請書」

を，昭和62年6月30日までに日本学術会議会員推薦管理
会に到達するように提出しなければなりません。

　「学術研究団体登録申請書」は，所定の様式と用紙があ

りますので，日本学術会議会員推薦管理会に請求してくだ

さい。無料で送付します。

ギ脚一一脚一一一㎜　　多数の学術研究団体の御協力により，「日本学術会
1議だよr）」を掲載していただくことカ｛でミ，、剤がと

　うございます。

　　なお，御意見・お間い合わせ等がありましたら下記

　までお寄せください。

　　　　　　〒106港区六本木7－22－34
　　　　　　　　　日本学術会議広報委員会
　　　　　　　　　　（日本学術会議事務局庶務課）

　　　　　　　　　　　　電話　03（403）6291

63


